
JP 6543608 B2 2019.7.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金型内において、金属板を所定形状に沿って打ち抜いて、一つの打抜部材からなる鉄心
部材、又は複数の打抜部材が互いに接合されたブロック体である鉄心部材を形成すると共
に、複数の前記鉄心部材を積層して積層体を形成する仮積層工程と、
　前記積層体から前記鉄心部材を一つずつ取り出して、隣り合う前記鉄心部材同士の間に
接着剤が位置するように個々の前記鉄心部材に接着剤を供給しつつ複数の前記鉄心部材を
積層する本積層工程とを含む、積層鉄心の製造方法。
【請求項２】
　前記仮積層工程の後で且つ前記本積層工程の前に、前記金型から取り出された前記積層
体に付着しているオイルを除去するオイル除去工程をさらに含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記オイル除去工程では、前記積層体を焼鈍することにより前記積層体に付着している
オイルを除去する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記本積層工程では、
　　前記オイル除去工程でオイルが除去された前記積層体から前記鉄心部材を一つずつ取
り出して個々の前記鉄心部材の厚さを測定することと、
　　前記鉄心部材の厚さの測定結果に基づいて個々の前記鉄心部材の転積の要否を判断す
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ることと、
　　転積の要否の判断結果に基づいて、隣り合う前記鉄心部材同士の間に接着剤が位置す
るように個々の前記鉄心部材に接着剤を供給しつつ複数の前記鉄心部材を積層することと
を行う、請求項２又は３に記載の方法。
【請求項５】
　前記仮積層工程では、金型内において、金属板を所定形状に沿って打ち抜いて仮カシメ
が設けられた複数の前記鉄心部材を形成すると共に、複数の当該鉄心部材を前記仮カシメ
によって互いに締結しつつ積層することにより前記積層体を形成し、
　前記仮積層工程の後で且つ前記本積層工程の前に、前記積層体から前記仮カシメを除去
して前記鉄心部材同士を分離する分離工程をさらに含む、請求項１～４のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項６】
　複数の前記鉄心部材にはそれぞれ、厚さ方向において貫通する複数の貫通孔が設けられ
ており、
　前記本積層工程では、前記複数の貫通孔のうちいずれか二つに対応する形状の挿通ピン
を備える治具に対して、前記複数の貫通孔のうち前記挿通ピンに対応する貫通孔を当該挿
通ピンに挿通させつつ複数の前記鉄心部材を順次積層させる、請求項１～５のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項７】
　金属板を所定形状に沿って打ち抜いて、一つの打抜部材からなる鉄心部材、又は複数の
打抜部材が互いに接合されたブロック体である鉄心部材を形成すると共に、複数の前記鉄
心部材を積層して積層体を形成するように構成された金型と、
　前記鉄心部材を一つずつ保持可能に構成された保持機構と、
　前記鉄心部材に接着剤を供給可能に構成された供給機構と、
　制御部とを備え、
　前記制御部は、
　　前記金型を制御して前記積層体を形成する仮積層処理と、
　　前記保持機構及び前記供給機構を制御して、前記積層体から前記保持機構により前記
鉄心部材を一つずつ保持しつつ取り出して、隣り合う前記鉄心部材同士の間に接着剤が位
置するように前記供給機構により個々の前記鉄心部材に接着剤を供給しつつ、前記保持機
構により複数の前記鉄心部材を積層する本積層処理とを実行する、積層鉄心の製造装置。
【請求項８】
　前記積層体に付着しているオイルを除去するように構成されたオイル除去機構をさらに
備え、
　前記制御部は、前記仮積層処理の後で且つ前記本積層処理の前に、前記オイル除去機構
を制御して、前記金型から取り出された前記積層体に付着しているオイルを除去するオイ
ル除去処理をさらに実行する、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記オイル除去機構は前記積層体を焼鈍する焼鈍炉である、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記鉄心部材の厚さを測定可能に構成された測定機構をさらに備え、
　前記制御部は、前記本積層処理において、
　　前記保持機構及び前記測定機構を制御して、前記仮積層処理でオイルが除去された前
記積層体から前記保持機構により前記鉄心部材を一つずつ取り出して個々の前記鉄心部材
の厚さを測定することと、
　　前記測定機構による前記鉄心部材の厚さの測定結果に基づいて、個々の前記鉄心部材
の転積の要否を判断することと、
　　転積の要否の判断結果に基づいて前記保持機構及び前記供給機構を制御して、隣り合
う前記鉄心部材同士の間に接着剤が位置するように前記供給機構により個々の前記鉄心部
材に接着剤を供給しつつ、前記保持機構により複数の前記鉄心部材を積層することとを実
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行する、請求項８又は９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記金型は、金属板を所定形状に沿って打ち抜いて仮カシメが設けられた複数の前記鉄
心部材を形成すると共に、複数の当該鉄心部材を前記仮カシメによって互いに締結しつつ
積層することにより前記積層体を形成するように構成されており、
　前記積層体から仮カシメを除去する仮カシメ除去機構をさらに備え、
　前記制御部は、前記仮カシメ除去機構を制御して、前記仮積層処理の後で且つ前記本積
層処理の前に、前記積層体から前記仮カシメを除去して前記鉄心部材同士を分離する分離
処理をさらに実行する、請求項７～１０のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記金型によって形成される複数の鉄心部材にはそれぞれ、厚さ方向において貫通する
複数の貫通孔が設けられており、
　前記複数の貫通孔のうちいずれか二つに対応する形状の挿通ピンを備える治具をさらに
備え、
　前記制御部は、前記本積層処理において、前記複数の貫通孔のうち前記挿通ピンに対応
する貫通孔を当該挿通ピンに挿通させつつ複数の鉄心部材を前記治具に対して順次積層さ
せる、請求項７～１１のいずれか一項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、積層鉄心の製造方法及び積層鉄心の製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、積層鉄心の製造方法を開示している。当該方法では、コイル状に巻回さ
れた帯状の金属板（被加工板）であるコイル材をアンコイラーから間欠的に送り出しなが
ら、当該金属板の片面に接着剤を塗布することと、当該金属板をパンチで所定形状に打ち
抜いて一の打抜部材を形成することと、当該一の打抜部材を既に打ち抜かれた他の打抜部
材に対して接着剤により接着させながら積層することとが、同じ金型内で行われる。
【０００３】
　ところで、パンチの摩耗抑制、打抜部材の打抜性向上等を目的として、コイル材にはプ
レス加工油（スタンピングオイルともいう。以下では単に「オイル」と称する。）が塗布
されていることが一般的である。オイルが存在したままの状態で金属板に接着剤を塗布し
、打抜部材同士を接着しようとすると、接着剤の接着性能に影響が生ずる。そこで、特許
文献１は、オイルに硬化促進剤を添加し、オイルを除去することなく打抜部材同士を接着
剤で接着することを開示している。これにより、オイルの除去処理が不要となるので、積
層鉄心の生産性が高まる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３３４６４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、通常、金属板を打ち抜く処理よりも金属板に接着剤を供給する処理の方
が遅いため、金属板に接着剤を供給する機構が金型内に存在していると、接着剤の塗布処
理がボトルネックとなり積層鉄心の製造効率（スループット）が低下しうる。しかも、金
属板に接着剤を供給する機構が金型内に存在していると、金型自体が大型化し、積層鉄心
の製造装置のコスト増に繋がりうる。さらに、金型の異常発生時には、金型内で接着剤が
硬化して積層鉄心が金型内に詰まってしまい、金型を上下動させるためのプレスから金型
を分解して積層鉄心を取り出すといったメンテナンスをしなければならない場合も生じう
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る。
【０００６】
　そこで、本開示は、低コストで且つ効率的に積層鉄心を製造することが可能な積層鉄心
の製造方法及び積層鉄心の製造装置を説明する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の一つの観点に係る積層鉄心の製造方法は、金型内において、金属板を所定形状
に沿って打ち抜いて、一つの打抜部材又は複数の打抜部材が互いに接合されたブロック体
である鉄心部材を形成すると共に、複数の鉄心部材を積層して積層体を形成する仮積層工
程と、積層体から鉄心部材を一つずつ取り出して、隣り合う鉄心部材同士の間に接着剤が
位置するように個々の鉄心部材に接着剤を供給しつつ複数の鉄心部材を積層する本積層工
程とを含む。
【０００８】
　本開示の他の観点に係る積層鉄心の製造装置は、金属板を所定形状に沿って打ち抜いて
、一つの打抜部材又は複数の打抜部材が互いに接合されたブロック体である鉄心部材を形
成すると共に、複数の鉄心部材を積層して積層体を形成するように構成された金型と、鉄
心部材を一つずつ保持可能に構成された保持機構と、鉄心部材に接着剤を供給可能に構成
された供給機構と、制御部とを備える。制御部は、金型を制御して積層体を形成する仮積
層処理と、保持機構及び供給機構を制御して、積層体から保持機構により鉄心部材を一つ
ずつ保持しつつ取り出して、隣り合う鉄心部材同士の間に接着剤が位置するように供給機
構により個々の鉄心部材に接着剤を供給しつつ、保持機構により複数の鉄心部材を積層す
る本積層処理とを実行する。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示に係る積層鉄心の製造方法及び積層鉄心の製造装置によれば、低コストで且つ効
率的に積層鉄心を製造することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、固定子積層鉄心の一例を示す斜視図である。
【図２】図２は、積層体を示す斜視図である。
【図３】図３は、図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図である。
【図４】図４は、打抜部材を示す平面図である。
【図５】図５は、固定子積層鉄心の製造装置の一例を示す概略図である。
【図６】図６は、打ち抜き部材を積層させる機構と、積層体を金型から排出する機構とを
模式的に示す断面図である。
【図７】図７は、打ち抜き部材を積層させる機構と、積層体を金型から排出する機構とを
模式的に示す断面図である。
【図８】図８は、積層装置を模式的に示す図である。
【図９】図９は、固定子積層鉄心の製造装置を示すブロック図である。
【図１０】図１０は、コントローラのハードウェア構成を示す概略図である。
【図１１】図１１は、固定子積層鉄心の製造方法の一例を説明するためのフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に説明される本開示に係る実施形態は本発明を説明するための例示であるので、本
発明は以下の内容に限定されるべきではない。
【００１２】
　≪実施形態の概要≫
　［１］本実施形態の一つの例に係る積層鉄心の製造方法は、金型内において、金属板を
所定形状に沿って打ち抜いて、一つの打抜部材又は複数の打抜部材が互いに接合されたブ
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ロック体である鉄心部材を形成すると共に、複数の鉄心部材を積層して積層体を形成する
仮積層工程と、積層体から鉄心部材を一つずつ取り出して、隣り合う鉄心部材同士の間に
接着剤が位置するように個々の鉄心部材に接着剤を供給しつつ複数の鉄心部材を積層する
本積層工程とを含む。
【００１３】
　本実施形態の一つの例に係る積層鉄心の製造方法では、金型において積層体を形成した
後に、各鉄心部材の接着及び積層とが金型外において行われる。そのため、接着剤を供給
する機構を、金型内に設ける必要がない。従って、金型を小型化することが可能となる。
また、本実施形態の一つの例に係る積層鉄心の製造方法では、本積層工程において、隣り
合う鉄心部材同士が接着剤で接着されることにより積層鉄心が得られる。そのため、鉄心
部材同士がカシメ、溶接等で締結されている場合と比較して、磁気特性の低下が生じ難い
。従って、このような積層鉄心を用いてモータを製造することにより、モータ特性の向上
を図ることが可能となる。
【００１４】
　［２］上記第１項に記載の方法は、仮積層工程の後で且つ本積層工程の前に、金型から
取り出された積層体に付着しているオイルを除去するオイル除去工程をさらに含んでいて
もよい。
【００１５】
　ところで、通常、オイルの除去処理及び接着剤の供給処理は、金型において金属板を打
ち抜いて鉄心部材を形成する処理よりも遅い。しかしながら、本実施形態の一つの例に係
る積層鉄心の製造方法では、オイルを除去する機構及び接着剤を供給する機構が金型外に
ある。そのため、金型と独立してこれらの機構を複数設けることで、金型において鉄心部
材の形成処理を高速に行いつつ、全体としてのスループットを向上させることができる。
加えて、これらの機構は一般に金型よりも安価であるため、複数の金型により全体として
のスループットを向上させようとする場合と比較して、低コスト化が図られる。以上より
、本実施形態の一つの例に係る積層鉄心の製造方法によれば、低コストで且つ効率的に積
層鉄心を製造することが可能となる。
【００１６】
　本実施形態の一つの例に係る積層鉄心の製造方法では、オイル除去工程において、金型
から取り出された積層体からオイルを除去している。そのため、オイルの表面張力によっ
て鉄心部材がくっつき合うことが抑制される。従って、後続の本積層工程において積層体
から鉄心部材を一つずつ取り出しやすくなる。また、積層体全体からオイルを除去してい
るので、一つ一つの鉄心部材からオイルを除去する場合と比較して、オイルの除去を効率
的に行える。さらに、積層体からオイルが除去されているので、接着剤の接着性能に影響
が生じ難くなる。
【００１７】
　［３］上記第２項に記載の方法において、オイル除去工程では、積層体を焼鈍すること
により積層体に付着しているオイルを除去してもよい。金型において金属板を打ち抜いて
鉄心部材を形成すると、鉄心部材の周縁部が金属板から打ち抜かれる過程で鉄心部材には
歪みが生ずる。歪みを有する鉄心部材を積層して得られた積層鉄心を用いてモータが製造
されると、モータの特性に影響が生じうる。しかしながら、上記のように積層体を焼鈍す
ることにより、積層体を構成している各鉄心部材の歪みが緩和される。そのため、オイル
の除去と、鉄心部材の歪みの緩和とが同時に行えるため、積層鉄心を効率的に製造するこ
とが可能となる。これに対し、特許文献１に記載の方法では、接着剤が塗布された後の金
属板を打ち抜いて、他の鉄心部材に対して接着剤により接着させながら積層している。そ
のため、得られた積層体を焼鈍しようとすると、接着剤も高温（例えば、７５０℃～８０
０℃程度）に長時間（例えば、１時間程度）曝されてしまう。焼鈍の温度に耐えうる耐熱
性を有する接着剤は、本願の出願時において存在していないか、入手することが極めて困
難である。従って、特許文献１に記載の方法では、鉄心部材に対して焼鈍処理することが
できず、鉄心部材の歪みを緩和することができないので、モータ特性の低下が懸念される
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。
【００１８】
　［４］上記第２項又は第３項に記載の方法において、本積層工程では、オイル除去工程
でオイルが除去された積層体から鉄心部材を一つずつ取り出して個々の鉄心部材の厚さを
測定することと、鉄心部材の厚さの測定結果に基づいて個々の鉄心部材の転積の要否を判
断することと、転積の要否の判断結果に基づいて、隣り合う鉄心部材同士の間に接着剤が
位置するように個々の鉄心部材に接着剤を供給しつつ複数の鉄心部材を積層することとを
行ってもよい。この場合、一つずつの鉄心部材において転積の要否が判断される。そのた
め、転積の自由度が高まるので、最終的な積層鉄心の寸法精度を向上させることが可能と
なる。
【００１９】
　［５］上記第１項～第４項のいずれか一項に記載の方法において、仮積層工程では、金
型内において、金属板を所定形状に沿って打ち抜いて仮カシメが設けられた複数の鉄心部
材を形成すると共に、複数の当該鉄心部材を仮カシメによって互いに締結しつつ積層する
ことにより積層体を形成し、当該方法は、仮積層工程の後で且つ本積層工程の前に、積層
体から仮カシメを除去して鉄心部材同士を分離する分離工程をさらに含んでもよい。この
場合、本積層処理までは複数の鉄心部材を仮カシメにより積層体として一体的に取り扱え
る一方で、最終的な積層鉄心には仮カシメが存在せず鉄心部材同士が接着剤によって接合
されている。そのため、積層鉄心の製造過程における取り扱いの容易性の向上と、モータ
特性の向上との両立を図ることが可能となる。
【００２０】
　［６］上記第１項～第５項のいずれか一項に記載の方法において、複数の鉄心部材には
それぞれ、厚さ方向において貫通する複数の貫通孔が設けられており、本積層工程では、
複数の貫通孔のうちいずれか二つに対応する形状の挿通ピンを備える治具に対して、複数
の貫通孔のうち挿通ピンに対応する貫通孔を当該挿通ピンに挿通させつつ複数の鉄心部材
を順次積層させてもよい。この場合、鉄心部材の積層と同時に、鉄心部材が所定位置に位
置決めされる。そのため、鉄心部材の積層時において鉄心部材の面内でずれが生じている
か否かを、鉄心部材の積層後に別途検査する必要がなくなる。従って、積層鉄心をより効
率的に製造することが可能となる。
【００２１】
　［７］本実施形態の他の例に係る積層鉄心の製造装置は、金属板を所定形状に沿って打
ち抜いて、一つの打抜部材又は複数の打抜部材が互いに接合されたブロック体である鉄心
部材を形成すると共に、複数の鉄心部材を積層して積層体を形成するように構成された金
型と、鉄心部材を一つずつ保持可能に構成された保持機構と、鉄心部材に接着剤を供給可
能に構成された供給機構と、制御部とを備える。制御部は、金型を制御して積層体を形成
する仮積層処理と、保持機構及び供給機構を制御して、積層体から保持機構により鉄心部
材を一つずつ保持しつつ取り出して、隣り合う鉄心部材同士の間に接着剤が位置するよう
に供給機構により個々の鉄心部材に接着剤を供給しつつ、保持機構により複数の鉄心部材
を積層する本積層処理とを実行する。本実施形態の他の例に係る積層鉄心の製造装置は、
上記第１項に係る方法と同様の作用効果を奏する。
【００２２】
　［８］上記第７項に記載の装置は、積層体に付着しているオイルを除去するように構成
されたオイル除去機構をさらに備え、制御部は、仮積層処理の後で且つ本積層処理の前に
、オイル除去機構を制御して、金型から取り出された積層体に付着しているオイルを除去
するオイル除去処理をさらに実行してもよい。この場合、上記第２項と同様の作用効果が
得られる。
【００２３】
　［９］上記第８項に記載の装置において、オイル除去機構は積層体を焼鈍する焼鈍炉で
あってもよい。この場合、上記第３項と同様の作用効果が得られる。
【００２４】
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　［１０］上記第８項又は第９項に記載の装置は、鉄心部材の厚さを測定可能に構成され
た測定機構をさらに備え、制御部は、本積層処理において、保持機構及び測定機構を制御
して、仮積層処理でオイルが除去された積層体から保持機構により鉄心部材を一つずつ取
り出して個々の鉄心部材を測定することと、測定機構による鉄心部材の厚さの測定結果に
基づいて、個々の鉄心部材の転積の要否を判断することと、転積の要否の判断結果に基づ
いて保持機構及び供給機構を制御して、隣り合う鉄心部材同士の間に接着剤が位置するよ
うに供給機構により個々の鉄心部材に接着剤を供給しつつ、保持機構により複数の鉄心部
材を積層することとを実行してもよい。この場合、上記第４項と同様の作用効果が得られ
る。
【００２５】
　［１１］上記第７項～第１０項のいずれか一項に記載の装置において、金型は、金属板
を所定形状に沿って打ち抜いて仮カシメが設けられた複数の鉄心部材を形成すると共に、
複数の当該鉄心部材を仮カシメによって互いに締結しつつ積層することにより積層体を形
成するように構成されており、当該装置は積層体から仮カシメを除去する仮カシメ除去機
構をさらに備え、制御部は、仮カシメ除去機構を制御して、仮積層処理の後で且つ本積層
処理の前に、積層体から仮カシメを除去して鉄心部材同士を分離する分離処理をさらに実
行してもよい。この場合、上記第５項と同様の作用効果が得られる。
【００２６】
　［１２］上記第７項～第１１項のいずれか一項に記載の装置において、金型によって形
成される複数の鉄心部材にはそれぞれ、厚さ方向において貫通する複数の貫通孔が設けら
れており、当該装置は複数の貫通孔のうちいずれか二つに対応する形状の挿通ピンを備え
る治具をさらに備え、制御部は、本積層処理において、複数の貫通孔のうち挿通ピンに対
応する貫通孔を当該挿通ピンに挿通させつつ複数の鉄心部材を治具に対して順次積層させ
てもよい。この場合、上記第６項と同様の作用効果が得られる。
【００２７】
　≪実施形態の例示≫
　以下に、本開示に係る実施形態の一例について、図面を参照しつつより詳細に説明する
。以下の説明において、同一要素又は同一機能を有する要素には同一符号を用いることと
し、重複する説明は省略する。
【００２８】
　［固定子積層鉄心の構成］
　まず、図１を参照して、固定子積層鉄心１の構成について説明する。固定子積層鉄心１
は、固定子（ステータ）の一部である。固定子は、固定子積層鉄心１に巻線が取り付けら
れたものである。固定子が回転子（ロータ）と組み合わせられることにより、電動機（モ
ータ）が構成される。固定子積層鉄心１は、円筒形状を呈している。すなわち、固定子積
層鉄心１の中央部分には、中心軸Ａｘに沿って延びる貫通孔１ａが設けられている。貫通
孔１ａ内には、回転子が配置可能である。
【００２９】
　固定子積層鉄心１は、ヨーク部２（本体部）と、複数のティース部３とを有する。ヨー
ク部２は、円環状を呈しており、中心軸Ａｘを囲むように延びている。ヨーク部２の径方
向における幅、内径、外径及び厚さはそれぞれ、モータの用途及び性能に応じて種々の大
きさに設定しうる。ヨーク部２の外周面には、中心軸Ａｘに沿って延びる複数の凹溝２ａ
が設けられている。凹溝２ａは、固定子積層鉄心１の一方の端面（図１の上面）から他方
の端面（図１の下面）に至るまで延びている。本実施形態では、３つの凹溝２ａが中心軸
Ａｘ周りに略１２０°間隔で、ヨーク部２の外周面に設けられている。
【００３０】
　各ティース部３は、ヨーク部２の内縁から中心軸Ａｘ側に向かうようにヨーク部２の径
方向に沿って延びている。すなわち、各ティース部３は、ヨーク部２の内縁から中心軸Ａ
ｘ側に向けて突出している。固定子積層鉄心１においては、１２個のティース部３がヨー
ク部２に一体的に形成されている。各ティース部３は、ヨーク部２の周方向において、略
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等間隔で並んでいる。隣り合うティース部３の間には、巻線（図示せず）を配置するため
の空間であるスロット４が画定されている。
【００３１】
　固定子積層鉄心１は、複数の加工板１０（鉄心部材）が積み重ねられた積層体である。
すなわち、加工板１０は、固定子積層鉄心１と対応する形状を呈している。加工板１０の
中央部分には、貫通孔１１ａが設けられている。加工板１０は、ヨーク部２に対応するヨ
ーク片部１２と、各ティース部３に対応する複数のティース片部１３とを有している。ヨ
ーク片部１２の外周縁には、凹溝２ａに対応する切欠部１２ａが設けられている。隣り合
うティース片部１３の間には、スロット４に対応するスロット１４（貫通孔）が画定され
ている。
【００３２】
　積層方向（中心軸Ａｘの延在方向）において隣り合う加工板１０同士は、接着剤２０に
よって接合されている。例えば、ヨーク片部１２の表面には、ヨーク片部１２の周方向に
沿って略等間隔に並ぶようにスポット状の複数の接着剤２０ａが配置されている。本実施
形態では、各接着剤２０ａは、各ティース片部１３の基端部に対応する位置に配置されて
いる。各ティース片部１３の表面には、各ティース片部１３にスポット状の接着剤２０ｂ
が二つずつ配置されている。各ティース片部１３における二つの接着剤２０ｂは、ティー
ス片部１３の幅方向での中央部において、ティース片部１３の延在方向（ヨーク片部１２
の径方向）に並んでいる。そのため、一つの接着剤２０ａと、当該接着剤２０ａに対応す
るティース片部１３に配置されている二つの接着剤２０ｂとは、ヨーク片部１２の径方向
において一列に並んでいる。これらの３つの接着剤２０ａ，２０ｂ，２０ｂの面積は、図
１に示されるように中心軸Ａｘから外方に向かうにつれて大きくなっていてもよいし、い
ずれも略同等であってもよいし、中心軸Ａｘから外方に向かうにつれて小さくなっていて
もよい。
【００３３】
　［積層体の構成］
　次に、図２～図４を参照して、積層体３０について説明する。積層体３０は、固定子積
層鉄心１の凹溝２ａに仮カシメ部３１が嵌合している状態のものである。積層体３０は、
複数の打抜部材４０が積み重ねられてなる。すなわち、打抜部材４０は、積層体３０と対
応する形状を呈している。換言すれば、打抜部材４０は、仮カシメ部３１に対応する仮カ
シメ片４１が加工板１０の切欠部１２ａに嵌合している状態のものである。
【００３４】
　仮カシメ片４１と加工板１０の切欠部１２ａとの間には、切断線ＣＬが設けられている
。各切断線ＣＬは、例えば、電磁鋼板Ｗ（後述する）を切り曲げ加工又は打ち抜き加工し
た後、切り曲げ部分又は打ち抜き部分をプッシュバックして、元の電磁鋼板Ｗに圧入する
ことにより、形成されてもよい。電磁鋼板Ｗが切り曲げ加工又は打抜き加工されると、切
り曲げ部分又は打ち抜き部分が塑性変形して上型側（後述するパンチ１３３側）が若干延
びるので、当該部分が元の電磁鋼板Ｗへ圧入されると、当該部分と元の電磁鋼板Ｗとは、
人手では簡単に外れない程度にしっかりと嵌まり合う。
【００３５】
　積層方向において隣り合う打抜部材４０同士は、仮カシメ片４１を介して、仮カシメ片
４１に設けられた仮カシメ４２によって締結されている。仮カシメ部３１は、仮カシメ片
４１が積み重ねられた積層体であるともいえる。具体的には、仮カシメ４２は、図３に示
されるように、積層体３０の最下層以外をなす打抜部材４０の仮カシメ片４１に形成され
た屈曲部４２ａと、積層体３０の最下層をなす打抜部材４０の仮カシメ片４１に形成され
た貫通孔４２ｂとを有する。屈曲部４２ａは、仮カシメ片４１の表面側に形成された凹部
と、仮カシメ片４１の裏面側に形成された凸部とで構成されている。一の仮カシメ片４１
の屈曲部４２ａの凹部は、当該一の仮カシメ片４１の表面側に隣り合う他の仮カシメ片４
１の屈曲部４２ａの凸部と接合される。一の仮カシメ片４１の屈曲部４２ａの凸部は、当
該一の仮カシメ片４１の裏面側において隣り合う更に他の仮カシメ片４１の屈曲部４２ａ
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の凹部と接合される。貫通孔４２ｂには、積層体３０の最下層に隣接する打抜部材４０の
仮カシメ片４１の屈曲部４２ａの凸部が接合される。貫通孔４２ｂは、積層体３０を連続
して製造する際、既に製造された積層体３０に対して次に製造する積層体３０の仮カシメ
部３１が屈曲部４２ａによって締結されるのを防ぐ機能を有する。
【００３６】
　打抜部材４０は、例えば、電磁鋼板Ｗ（後述する）が加工（例えば、打ち抜き加工、切
り曲げ加工等）されることにより得られる。打抜部材４０の厚さは、モータの用途及び性
能に応じて種々の大きさに設定しうるが、例えば、０．１ｍｍ～０．５ｍｍ程度であって
もよい。
【００３７】
　積層体３０は、いわゆる転積によって構成されていてもよい。「転積」とは、複数の打
抜部材４０を積層して積層体３０を得るに際し、打抜部材４０同士の角度を相対的にずら
すことをいい、打抜部材４０を回転させつつ積層することを含む。転積は、主に打抜部材
４０の板厚偏差を相殺することを目的に実施される。打抜部材４０を得るにあたり、打抜
部材４０を１枚ごとに転積してもよいし、打抜部材４０が所定枚数積層された単位ブロッ
クごとに転積してもよい。転積の角度又は頻度は任意の値に設定してもよい。
【００３８】
　［固定子積層鉄心の製造装置］
　続いて、図５～図１０を参照して、固定子積層鉄心１の製造装置１００について説明す
る。
【００３９】
　製造装置１００は、帯状の金属板である電磁鋼板Ｗ（被加工板）から固定子積層鉄心１
を製造するための装置である。製造装置１００は、アンコイラー１１０と、送出装置１２
０と、打抜装置１３０（金型）と、焼鈍炉１４０（オイル除去機構）と、仮カシメ除去装
置１５０（仮カシメ除去機構）と、積層装置１６０と、コントローラ１７０（制御部）と
を備える。
【００４０】
　アンコイラー１１０は、コイル状に巻回された帯状の電磁鋼板Ｗであるコイル材１１１
が装着された状態で、コイル材１１１を回転自在に保持する。コイル材１１１を構成する
電磁鋼板Ｗの略全体には、パンチ１３３（後述する）の摩耗抑制、打抜部材４０の打抜性
向上等を目的としてオイルが塗布されている。送出装置１２０は、電磁鋼板Ｗを上下から
挟み込む一対のローラ１２１，１２２を有する。一対のローラ１２１，１２２は、コント
ローラ１７０からの指示信号に基づいて回転及び停止し、電磁鋼板Ｗを打抜装置１３０に
向けて間欠的に順次送り出す。
【００４１】
　コイル材１１１を構成する電磁鋼板Ｗの長さは、例えば５００ｍ～１００００ｍ程度で
あってもよい。電磁鋼板Ｗの厚さは、例えば０．１ｍｍ～０．５ｍｍ程度であってもよい
。電磁鋼板Ｗの厚さは、より優れた磁気的特性を有する固定子積層鉄心１を得る観点から
、例えば０．１ｍｍ～０．３ｍｍ程度であってもよい。電磁鋼板Ｗの幅は、例えば５０ｍ
ｍ～５００ｍｍ程度であってもよい。
【００４２】
　打抜装置１３０は、コントローラ１７０からの指示信号に基づいて動作する。打抜装置
１３０は、送出装置１２０によって間欠的に送り出される電磁鋼板Ｗを順次打ち抜き加工
して打抜部材４０を形成する機能と、打ち抜き加工によって得られた打抜部材４０を順次
積層して積層体３０を製造する機能とを有する。具体的には、打抜装置１３０は、図６に
示されるように、下型１３１と、ダイプレート１３２と、ストリッパ（図示せず）と、上
型（図示せず）と、パンチ１３３とを備える。
【００４３】
　下型１３１は、下型１３１に載置されたダイプレート１３２を保持する。下型１３１に
は、電磁鋼板Ｗから打ち抜かれた打抜部材４０が排出される排出孔１３１ａが、パンチ１
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３３に対応する位置にそれぞれ設けられている。排出孔１３１ａ内には、図６及び図７に
示されるように、シリンダ１３１ｂと、ステージ１３１ｃと、プッシャ１３１ｄとが配置
されている。
【００４４】
　図６に示されるように、コントローラ１７０からの指示信号に基づいてパンチ１３３が
上下動して、ダイプレート１３２に保持されたダイ１３２ａ内にパンチ１３３が挿入され
ると、電磁鋼板Ｗから打抜部材４０が打ち抜かれる。このとき、シリンダ１３１ｂは、パ
ンチ１３３によって電磁鋼板Ｗから打ち抜かれた打抜部材４０が下方に落下するのを防止
するため、打抜部材４０を弾性的に支持する。
【００４５】
　シリンダ１３１ｂは、コントローラ１７０からの指示信号に基づいて上下方向に移動可
能に構成されている。そのため、シリンダ１３１ｂは、シリンダ１３１ｂ上に打抜部材４
０が積み重ねられるごとに間欠的に下方に移動する。シリンダ１３１ｂ上において打抜部
材４０が所定枚数まで積層され、積層体３０が形成されると、図７に示されるように、シ
リンダ１３１ｂの表面がステージ１３１ｃの表面と同一高さとなる位置にシリンダ１３１
ｂが移動する。
【００４６】
　ステージ１３１ｃには、シリンダ１３１ｂが通過可能な孔１３１ｅが設けられている。
プッシャ１３１ｄは、コントローラ１７０からの指示信号に基づいて、ステージ１３１ｃ
の表面上において水平方向に移動可能に構成されている。シリンダ１３１ｂの表面がステ
ージ１３１ｃの表面と同一高さとなる位置にシリンダ１３１ｂが移動した状態で、プッシ
ャ１３１ｄは、積層体３０をシリンダ１３１ｂからステージ１３１ｃに払い出す。ステー
ジ１３１ｃに払い出された積層体３０は、打抜装置１３０と焼鈍炉１４０との間を延びる
ように設けられたコンベアＣｖ１に排出される。コンベアＣｖ１は、コントローラ１７０
からの指示に基づいて動作し、積層体３０を焼鈍炉１４０に送り出す。
【００４７】
　焼鈍炉１４０は、積層体３０を所定温度（例えば、７５０℃～８００℃程度）で所定時
間（例えば、１時間程度）加熱することにより、打抜部材４０に付着しているオイルを蒸
発させる（除去する）と共に打抜部材４０の内部に残留している歪みを除去する機能を有
する。焼鈍炉１４０から排出された積層体３０は、焼鈍炉１４０と仮カシメ除去装置１５
０との間を延びるように設けられたコンベアＣｖ２に載置される。コンベアＣｖ２は、コ
ントローラ１７０からの指示に基づいて動作し、積層体３０を仮カシメ除去装置１５０に
送り出す。
【００４８】
　仮カシメ除去装置１５０は、コンベアＣｖ２から送られた積層体３０から仮カシメ部３
１を除去する機能を有する。仮カシメ除去装置１５０で積層体３０から仮カシメ部３１が
除去されると、隣り合う加工板１０同士が接合されていない状態で複数の加工板１０が積
層された仮積層体５０（図８参照）となる。仮カシメ除去装置１５０から排出された仮積
層体５０は、仮カシメ除去装置１５０と積層装置１６０との間を延びるように設けられた
コンベアＣｖ３に載置される。コンベアＣｖ３は、コントローラ１７０からの指示に基づ
いて動作し、仮積層体５０を積層装置１６０に送り出す。
【００４９】
　積層装置１６０は、コンベアＣｖ３から送られた仮積層体５０から加工板１０を一つず
つ取り出す機能と、加工板１０に接着剤２０を供給する機能と、接着剤２０が供給された
加工板１０を他の加工板１０に積み重ねる機能とを有する。積層装置１６０は、図８に示
されるように、測定ユニット１６１（測定機構）と、供給ユニット１６２（供給機構）と
、積層治具１６３（治具）と、ロボットハンド１６４（保持機構）とを有する。
【００５０】
　測定ユニット１６１は、載置台１６１ａと、測定機１６１ｂとを含む。測定機１６１ｂ
は、コントローラ１７０からの指示信号に基づいて動作して、載置台１６１ａに載置され
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ている一つの加工板１０の厚さを測定する機能を有する。測定機１６１ｂは、加工板１０
のヨーク片部１２の厚さを２箇所以上測定してもよい。測定機１６１ｂによって測定され
た測定データは、コントローラ１７０に送信される。測定機１６１ｂは、接触式であって
もよいし、非接触式（例えば、レーザ測定機、撮像カメラ）であってもよい。測定機１６
１ｂが撮像カメラである場合には、撮像カメラで撮像された加工板１０の撮像画像に基づ
いてコントローラ１７０が画像処理を実行し、加工板１０の厚さが計算される。
【００５１】
　供給ユニット１６２は、液源１６２ａと、ポンプ１６２ｂと、供給ノズル１６２ｃと、
配管１６２ｄとを含む。配管１６２ｄは、液源１６２ａ、ポンプ１６２ｂ及び供給ノズル
１６２ｃを上流側から下流側に向けてこの順に接続している。液源１６２ａは、接着剤２
０の供給源として機能する。接着剤２０としては、例えば、アクリル系又はエポキシ系の
接着剤が用いられてもよい。接着剤２０は、１液型の接着剤であってもよいし、２液混合
型の接着剤であってもよい。ポンプ１６２ｂは、コントローラ１７０からの指示信号に基
づいて動作し、液源１６２ａから接着剤２０を吸引し、配管１６２ｄを通じて供給ノズル
１６２ｃに接着剤２０を送り出す。
【００５２】
　供給ノズル１６２ｃは、その吐出口が上方を向くように設けられている。そのため、供
給ノズル１６２ｃの吐出口に到達した接着剤２０は、加工板１０の下面に供給される。こ
の状態でコントローラ１７０によりポンプ１６２ｂが動作されると、加工板１０の下面の
うち所定箇所に接着剤２０が供給される。接着剤２０は、加工板１０の下面に対して、ス
ポット状に供給されてもよいし、拡がりをもって塗布されてもよい。加工板１０に下面に
対して供給される接着剤２０の量は、複数の加工板１０が積層されたときの圧力で加工板
１０同士の間からはみ出ない程度であってもよい。
【００５３】
　供給ノズル１６２ｃは、加工板１０のヨーク片部１２及び各ティース片部１３のうち接
着剤２０ａ，２０ｂの供給予定領域に対応する数の吐出口を有していてもよい。この場合
、各吐出口は、加工板１０の中心軸Ａｘから放射状に並んでいてもよい。中心軸Ａｘの径
方向において並ぶ複数の吐出口の開口面積は、中心軸Ａｘから外方に向かうにつれて大き
くなっていてもよいし、いずれも略同等であってもよいし、中心軸Ａｘから外方に向かう
につれて小さくなっていてもよい。中心軸Ａｘ側から外方に向けて順次各吐出口に接着剤
２０が供給されると、接着剤２０が通常高い粘度を有しているので、下流側の吐出口から
吐出される接着剤２０の量が少なくなる懸念があるが、中心軸Ａｘの径方向において並ぶ
複数の吐出口の開口面積が中心軸Ａｘから外方に向かうにつれて大きくなっている場合、
各吐出口から吐出される接着剤２０の量を均一化することが可能となる。これにより、加
工板１０を積層したときに加工板１０から接着剤２０がはみ出し難くなると共に接着剤２
０の供給ムラを抑制することができる。換言すれば、複数の吐出口のうち接着剤２０の流
路の下流側に位置する吐出口の開口面積ほど大きくなるように設定されていてもよい。
【００５４】
　積層治具１６３は、台座１６３ａと、挿通ポスト１６３ｂと、複数の挿通ピン１６３ｃ
とを含む。台座１６３ａは略矩形状を呈する板状体である。挿通ポスト１６３ｂ及び挿通
ピン１６３ｃは、台座１６３ａの上面から上方に向けて突出するように台座１６３ａに設
けられている。挿通ポスト１６３ｂ及び挿通ピン１６３ｃの位置は、加工板１０の貫通孔
１１ａ及びスロット１４の位置に対応している。挿通ポスト１６３ｂは、円柱形状を呈し
ており、加工板１０の貫通孔１１ａに対応する外形を有する。複数の挿通ピン１６３ｃは
、挿通ポスト１６３ｂを取り囲むように挿通ポスト１６３ｂの外側に位置している。挿通
ピン１６３ｃは、多角柱状を呈しており、加工板１０のスロット１４に対応する外形を有
する。本実施形態では、挿通ピン１６３ｃの数が３つであるが、挿通ピン１６３ｃの数は
、少なくとも一つであってもよく、加工板１０のスロット１４の数以下であってもよい。
【００５５】
　ロボットハンド１６４は、コントローラ１７０からの指示信号に基づいて動作する。ロ



(12) JP 6543608 B2 2019.7.10

10

20

30

40

50

ボットハンド１６４は、仮積層体５０のうち加工板１０を一つ把持及び搬送可能に構成さ
れている。具体的には、ロボットハンド１６４は、コンベアＣｖ３によって搬送された仮
積層体５０のうちから一つの加工板１０を把持し、当該加工板１０を載置台１６１ａ上に
載置する機能を有する。ロボットハンド１６４は、載置台１６１ａ上に載置されている一
つの加工板１０を把持し、当該加工板１０の下面が供給ノズル１６２ｃの吐出口と対向す
るように当該加工板１０を供給ノズル１６２ｃの上方に位置させる機能を有する。ロボッ
トハンド１６４は、一つの加工板１０を供給ノズル１６２ｃの上方に位置させた状態から
、挿通ポスト１６３ｂが加工板１０の貫通孔１１ａに挿通され且つ各挿通ピン１６３ｃが
加工板１０の対応するスロット１４に挿通されるように、加工板１０を積層治具１６３に
セットする機能を有する。一の加工板１０を積層治具１６３にセットする際、他の加工板
１０が積層治具１６３に既にセットされている場合には、当該一の加工板１０は当該他の
加工板１０に対して積層される。
【００５６】
　コントローラ１７０は、製造装置１００を部分的又は全体的に制御する。コントローラ
１７０は、図９に示されるように、機能モジュールとして、読取部Ｍ１と、記憶部Ｍ２と
、処理部Ｍ３と、指示部Ｍ４とを有する。これらの機能モジュールは、コントローラ１７
０の機能を便宜上複数のモジュールに区切ったものに過ぎず、コントローラ１７０を構成
するハードウェアがこのようなモジュールに分かれていることを必ずしも意味するもので
はない。各機能モジュールは、プログラムの実行により実現されるものに限られず、専用
の電気回路（例えば論理回路）、又は、これを集積した集積回路（ＡＳＩＣ：Applicatio
n Specific Integrated Circuit）により実現されるものであってもよい。
【００５７】
　読取部Ｍ１は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体ＲＭからプログラムを読み取る。
記録媒体ＲＭは、製造装置１００に各種動作を実行させるためのプログラムを記録してい
る。記録媒体ＲＭとしては、例えば、半導体メモリ、光記録ディスク、磁気記録ディスク
、光磁気記録ディスクであってもよい。
【００５８】
　記憶部Ｍ２は、種々のデータを記憶する。記憶部Ｍ２は、例えば、読取部Ｍ１において
読み取られたプログラムの他、例えば、外部入力装置（図示せず）を介してオペレータか
ら入力された設定データ等を記憶する。
【００５９】
　処理部Ｍ３は、各種データを処理する。処理部Ｍ３は、例えば、記憶部Ｍ２に記憶され
ている各種データに基づいて、ローラ１２１，１２２、打抜装置１３０、焼鈍炉１４０、
仮カシメ除去装置１５０、測定機１６１ｂ、ロボットハンド１６４又はコンベアＣｖ１～
Ｃｖ３を動作させるための信号を生成する。処理部Ｍ３は、測定機１６１ｂから受信した
測定データに基づいて、当該測定データに対応する加工板１０の転積の要否を判断する。
処理部Ｍ３は、判断の結果が転積要であった場合、当該加工板１０を転積させるための指
示信号を生成する。
【００６０】
　指示部Ｍ４は、処理部Ｍ３において生成された信号を、ローラ１２１，１２２、打抜装
置１３０、焼鈍炉１４０、仮カシメ除去装置１５０、測定機１６１ｂ、ロボットハンド１
６４又はコンベアＣｖ１～Ｃｖ３に送信する。
【００６１】
　コントローラ１７０のハードウェアは、例えば一つ又は複数の制御用のコンピュータに
より構成される。コントローラ１７０は、ハードウェア上の構成として、例えば図１０に
示される回路Ｅ１を有する。回路Ｅ１は、電気回路要素（circuitry）で構成されていて
もよい。回路Ｅ１は、具体的には、プロセッサＥ２と、メモリＥ３と、ストレージＥ４と
、ドライバＥ５と、入出力ポートＥ６とを有する。プロセッサＥ２は、メモリＥ３及びス
トレージＥ４の少なくとも一方と協働してプログラムを実行し、入出力ポートＥ６を介し
た信号の入出力を実行することで、上述した各機能モジュールを構成する。ドライバＥ５
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は、製造装置１００の各種装置をそれぞれ駆動する回路である。入出力ポートＥ６は、ド
ライバＥ５と製造装置１００の各種装置との間で、信号の入出力を行う。
【００６２】
　本実施形態では、製造装置１００は、一つのコントローラ１７０を備えているが、複数
のコントローラ１７０で構成されるコントローラ群（制御部）を備えていてもよい。製造
装置１００がコントローラ群を備えている場合には、上記の機能モジュールがそれぞれ、
一つのコントローラ１７０によって実現されていてもよいし、２個以上のコントローラ１
７０の組み合わせによって実現されていてもよい。コントローラ１７０が複数のコンピュ
ータ（回路Ｅ１）で構成されている場合には、上記の機能モジュールがそれぞれ、一つの
コンピュータ（回路Ｅ１）によって実現されていてもよいし、２つ以上のコンピュータ（
回路Ｅ１）の組み合わせによって実現されていてもよい。コントローラ１７０は、複数の
プロセッサＥ２を有していてもよい。この場合、上記の機能モジュールがそれぞれ、一つ
のプロセッサＥ２によって実現されていてもよいし、２つ以上のプロセッサＥ２の組み合
わせによって実現されていてもよい。
【００６３】
　［回転子積層鉄心の製造方法］
　続いて、図１１を参照して、固定子積層鉄心１の製造方法について説明する。
【００６４】
　まず、積層体３０を形成する（仮積層工程；仮積層処理；図１１のステップＳ１参照）
。具体的には、コントローラ１７０の指示に基づいて、送出装置１２０によって電磁鋼板
Ｗを打抜装置１３０に送り出し、打抜装置１３０によって電磁鋼板Ｗの被加工部位を所定
形状に打ち抜く。これにより、打抜部材４０が形成される。この打抜加工を繰り返すこと
により、複数の打抜部材４０が互いに仮カシメ４２によって締結されながら所定枚数積層
されて、一つの積層体３０が製造される。このとき、積層体３０を構成する各打抜部材４
０にはオイルが付着している。
【００６５】
　続いて、コントローラ１７０の指示に基づいて、打抜装置１３０から排出された積層体
３０をコンベアＣｖ１が焼鈍炉１４０まで搬送する。焼鈍炉１４０は、コントローラ１７
０の指示に基づいて積層体３０を焼鈍処理する（オイル除去工程；オイル除去処理；図１
１のステップＳ２参照）。これにより、積層体３０を構成する各打抜部材４０に付着して
いるオイルが除去される。その後、コントローラ１７０の指示に基づいて、焼鈍炉１４０
から排出された焼鈍処理済の積層体３０をコンベアＣｖ２が仮カシメ除去装置１５０まで
搬送する。
【００６６】
　続いて、仮カシメ除去装置１５０は、コントローラ１７０の指示に基づいて、積層体３
０から仮カシメ部３１を除去する（分離工程；分離処理；図１１のステップＳ３参照）。
例えば、仮カシメ除去装置１５０は、積層体３０のうち固定子積層鉄心１となる部分を固
定し、仮カシメ部３１に対して積層方向にピストン等で力を付与する。これにより、積層
体３０から仮カシメ部３１が取り除かれ、隣り合う加工板１０が締結されていない状態で
複数の加工板１０が積層された仮積層体５０が形成される。その後、コントローラ１７０
の指示に基づいて、仮カシメ除去装置１５０から排出された仮積層体５０をコンベアＣｖ
３が積層装置１６０まで搬送する。
【００６７】
　続いて、コントローラ１７０の指示に基づいて、ロボットハンド１６４が仮積層体５０
から一つの加工板１０を把持し、載置台１６１ａ上に載置する。次に、コントローラ１７
０の指示に基づいて、載置台１６１ａ上の加工板１０の厚さを測定機１６１ｂが測定する
（図１１のステップＳ４参照）。測定機１６１ｂは、例えば、仮カシメの個数に合わせて
、ヨーク片部１２の厚さを３箇所測定してもよい。当該測定箇所は、中心軸Ａｘ周りに１
２０°おきに設定されていてもよい。これにより、ヨーク片部１２の３箇所の厚さが得ら
れる。なお、測定箇所の数は、４箇所に限られず、２箇所以上であってもよい。測定位置



(14) JP 6543608 B2 2019.7.10

10

20

30

40

50

は、中心軸Ａｘ周りに等間隔であってもよいし、任意の間隔であってもよい。測定機１６
１ｂは、加工板１０の厚さを測定すると、測定データをコントローラ１７０に送信する。
【００６８】
　コントローラ１７０は、測定機１６１ｂから加工板１０の測定データを受信すると、当
該加工板１０の転積の要否を判断する。具体的には、コントローラ１７０は、まず加工板
１０の積厚差を算出する。続いて、コントローラ１７０は、算出した積厚差が所定の閾値
以下である場合には、当該加工板１０の転積が不要であると判断する。一方、コントロー
ラ１７０は、算出した積厚差が所定の閾値を超えている場合には、当該加工板１０の転積
が必要であると判断すると共に、それまでに積層治具１６３にセットされた加工板１０の
集合体に対して積厚差を打ち消すのに最も適した角度を算出する。なお、当該加工板１０
が積層治具１６３に対してセットされる最初の一つである場合には、コントローラ１７０
は、当該加工板１０の転積の要否を判断しなくてもよい。
【００６９】
　続いて、コントローラ１７０の指示に基づいて、ロボットハンド１６４が載置台１６１
ａ上の加工板１０を把持し、加工板１０の下面が供給ノズル１６２ｃの吐出口と対向する
ように加工板１０を供給ノズル１６２ｃの上方に位置させる。次に、コントローラ１７０
の指示に基づいて、ロボットハンド１６４及びポンプ１６２ｂが同期して動作して、加工
板１０の下面のうち接着剤２０の供給予定箇所が供給ノズル１６２ｃの吐出口に近接した
ときに、当該供給予定箇所に対して供給ノズル１６２ｃから接着剤２０を例えばスポット
状に供給する（本積層工程；本積層処理；図１１のステップＳ５参照）。なお、当該加工
板１０が積層治具１６３に対してセットされる最初の一つである場合には、当該加工板１
０に対して接着剤２０が供給されなくてもよい（ステップＳ５の処理が行われなくてもよ
い）。
【００７０】
　続いて、コントローラ１７０の指示に基づいて、ロボットハンド１６４が加工板１０を
供給ユニット１６２から積層治具１６３に搬送する。このとき、ステップＳ４において転
積の要否が判断された結果、当該加工板１０の転積が不要である場合には、ロボットハン
ド１６４は当該加工板１０を回転させることなく積層治具１６３にセットする（本積層工
程；本積層処理；図１１のステップＳ６参照）。一方、ステップＳ４において転積の要否
が判断された結果、当該加工板１０の転積が必要である場合には、ロボットハンド１６４
は、算出された角度に従って当該加工板１０を回転させた後、当該加工板１０を積層治具
１６３にセットする（本積層工程；本積層処理；図１１のステップＳ６参照）。加工板１
０が積層治具１６３にセットされる際には、挿通ポスト１６３ｂが加工板１０の貫通孔１
１ａに挿通され且つ各挿通ピン１６３ｃが加工板１０の対応するスロット１４に挿通され
る。
【００７１】
　以上のステップＳ４～Ｓ６の処理を、仮積層体５０の加工板１０の一つ一つに対して繰
り返すことにより、各加工板１０が積層治具１６３に対して一つ一つ積層される。その結
果、複数の加工板１０が積層されると共に隣り合う加工板１０同士が接着剤によって接合
されてなる固定子積層鉄心１が完成する。
【００７２】
　［作用］
　以上のような本実施形態では、打抜装置１３０において積層体３０を形成した後に、積
層体３０のオイル除去と、各打抜部材４０の接着及び転積とが打抜装置１３０外において
行われる。そのため、オイルを除去する機構、接着剤を供給する機構及び加工板１０を転
積する機構を、打抜装置１３０内に設ける必要がない。従って、打抜装置１３０を小型化
することが可能となる。その結果、電磁鋼板Ｗから打抜部材４０を複数列一組で形成する
、いわゆる「複数列取り」の打抜装置１３０とした場合や、固定子積層鉄心１及び回転子
積層鉄心となる打抜部材４０を同じ電磁鋼板Ｗから形成する、いわゆる「共取り」の打抜
装置１３０とした場合でも、打抜装置１３０の大型化を抑制することができる。
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【００７３】
　ところで、特許文献１に記載の方法では金型内で接着剤が使用される。そのため、嫌気
性の接着剤が用いられる場合、金型内の空気が遮断された領域で金属イオン結合が生じて
接着剤が金型に付着してしまい、金型のクリーニングが必要となる。また、熱硬化性の接
着剤が用いられる場合、金型内に加熱装置を設置する必要があり、金型が大型化してしま
う。さらに、２液混合型の接着剤が用いられる場合、２つの液を金型内に導入するために
、金型内に設置する塗布機構や配管に工夫が必要となる。そのため、特許文献１に記載の
方法では、用いることのできる接着剤の種類に制約が生じうる。これに対して、本実施形
態では、接着剤２０の供給ユニット１６２が打抜装置１３０の外（金型外）にある。その
ため、本実施形態によれば、周囲に金属性の部材が配置されていない限り、嫌気性の接着
剤２０を使用することができる。また、本実施形態によれば、熱硬化性や２液混合型の接
着剤２０を使用したとしても、金型による設置上の制約がない。従って、本実施形態は、
特許文献１に記載の方法と比較して、接着剤２０の選定上の制約が少なく、柔軟に対応す
ることができる。
【００７４】
　本実施形態では、隣り合う加工板１０同士が接着剤２０で接着されつつ積層されること
により固定子積層鉄心１が得られる。そのため、加工板１０同士がカシメ、溶接等で締結
されている場合と比較して、磁気特性の低下が生じ難い。従って、このような固定子積層
鉄心１を用いてモータを製造することにより、モータ特性の向上を図ることが可能となる
。特に近年、加工対象である電磁鋼板Ｗの厚さが薄くなってきており（例えば０．２ｍｍ
～０．２５ｍｍ程度からそれ以下）、このような薄い電磁鋼板Ｗから得られる加工板１０
は極めて変形しやすいことから、加工板１０同士を接着のみで接合する要望が高まってき
ている。そのため、本実施形態によれば、このような要望を、低コストで且つ効率的に固
定子積層鉄心１を製造しつつ、このような要望をも満たすことが可能である。
【００７５】
　ところで、通常、オイルの除去処理及び接着剤２０の供給処理は、打抜装置１３０にお
いて電磁鋼板Ｗを打ち抜いて打抜部材４０を形成する処理よりも遅い。しかしながら、本
実施形態では、焼鈍炉１４０及び供給ユニット１６２が打抜装置１３０外にある。そのた
め、打抜装置１３０と独立して焼鈍炉１４０及び供給ユニット１６２を複数設けることで
、打抜装置１３０において打抜部材４０の形成処理を高速に行いつつ、全体としてのスル
ープットを向上させることができる。加えて、焼鈍炉１４０及び供給ユニット１６２は一
般に打抜装置１３０よりも安価であるため、複数の打抜装置１３０により全体としてのス
ループットを向上させようとする場合と比較して、低コスト化が図られる。以上より、本
実施形態によれば、低コストで且つ効率的に固定子積層鉄心１を製造することが可能とな
る。
【００７６】
　本実施形態では、打抜装置１３０で積層体３０を形成し、その後、焼鈍炉１４０におい
て積層体３０からオイルを除去している。そのため、オイルの表面張力によって加工板１
０同士がくっつき合うことが抑制される。従って、後続の工程において仮積層体５０から
加工板１０を一つずつ取り出しやすくなる。また、積層体３０全体からオイルを除去して
いるので、一つ一つの加工板１０からオイルを除去する場合と比較して、オイルの除去を
効率的に行える。さらに、積層体３０からオイルが除去されているので、接着剤２０の接
着性能に影響が生じ難くなる。
【００７７】
　ところで、打抜装置１３０において電磁鋼板Ｗを打ち抜いて打抜部材４０を形成すると
、打抜部材４０の周縁部が電磁鋼板Ｗから打ち抜かれる過程で打抜部材４０には歪みが生
じている。歪みを有する打抜部材４０から得られた固定子積層鉄心１を用いてモータが製
造されると、モータの特性に影響が生じうる。しかしながら、本実施形態では、積層体３
０を焼鈍することにより積層体３０に付着しているオイルを除去している。そのため、オ
イルの除去と、打抜部材４０からの歪みの緩和とが同時に行われる。従って、固定子積層
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鉄心１をより効率的に製造することが可能となる。これに対し、特許文献１に記載の方法
では、接着剤が塗布された後の金属板を打ち抜いて、他の打抜部材に対して接着剤により
接着させながら積層している。そのため、得られた積層体を焼鈍しようとすると、接着剤
も高温（例えば、７５０℃～８００℃程度）に長時間（例えば、１時間程度）曝されてし
まう。焼鈍の温度に耐えうる耐熱性を有する接着剤は、本願の出願時において存在してい
ないか、入手することが極めて困難である。従って、特許文献１に記載の方法では、打抜
部材に対して焼鈍処理することができず、打抜部材の歪みを緩和することができないので
、モータ特性の低下が懸念される。しかしながら、本実施形態では、接着剤２０の供給ユ
ニット１６２が打抜装置１３０の外（金型外）にあり、積層体３０の焼鈍後に接着剤が加
工板１０に供給されるので、接着剤２０の選定上の制約を少なくすることができる。
【００７８】
　本実施形態では、測定機１６１ｂによって測定された加工板１０の厚さに基づいて、コ
ントローラ１７０が当該加工板１０の転積の要否を判断している。そのため、一つずつの
加工板１０において転積の要否が判断される。従って、転積の自由度が高まるので、最終
的な固定子積層鉄心１の寸法精度を向上させることが可能となる。
【００７９】
　本実施形態では、打抜部材４０同士を仮カシメ４２によって互いに締結しつつ積層する
ことにより積層体３０が得られる。そのため、焼鈍炉１４０による焼鈍処理に際して、複
数の打抜部材４０を積層体３０として一体的に取り扱える。また、本実施形態では、積層
体３０の焼鈍処理後に積層体３０から仮カシメ部３１を除去している。そのため、最終的
な製品である固定子積層鉄心１には仮カシメ４２が存在しておらず、加工板１０同士が接
着剤によって接合されている。従って、固定子積層鉄心１の製造過程における取り扱いの
容易性の向上と、モータの特性の向上との両立を図ることが可能となる。
【００８０】
　本実施形態では、挿通ポスト１６３ｂが加工板１０の貫通孔１１ａに挿通され且つ各挿
通ピン１６３ｃが加工板１０の対応するスロット１４に挿通されるように、各加工板１０
が積層治具１６３に順次積層される。そのため、加工板１０の積層と同時に、加工板１０
が所定位置に位置決めされる。また、スロット１４内に打抜カスが混入している場合には
、挿通ピン１６３ｃがスロット１４内に挿通される際に挿通ピン１６３ｃによって打抜カ
スが外部に排出される。従って、加工板１０の積層時において打抜部材４０の面内でずれ
が生じているか否か又はスロット１４内に打抜カスが残存しているか否かを、加工板１０
の積層後に別途検査（この検査を「ゲージ通し検査」ということがある。）する必要がな
くなる。その結果、固定子積層鉄心１をより効率的に製造することが可能となる。
【００８１】
　ところで、図６に示されるように、パンチ１３３で電磁鋼板Ｗを打ち抜くと、打ち抜き
の過程で電磁鋼板Ｗがパンチ１３３とダイ１３２ａとの間で引き伸ばされ、電磁鋼板Ｗか
ら打ち抜かれた打抜部材４０の寸法がダイ１３２ａよりも大きくなることがある。そのた
め、パンチ１３３が上方に移動すると打抜部材４０がダイ１３２ａ内において山型に湾曲
することがある。この場合、特許文献１に記載の方法のようにダイ１３２ａ内で打抜部材
４０同士を接着剤で接着しようとすると、打抜部材４０の変形に抗して打抜部材４０同士
を接着するために、多量の接着剤を要する可能性がある。そうすると、打抜部材４０同士
の間に厚膜状の接着層が介在してしまい、最終的に製品として得られた固定子積層鉄心１
の平坦性又は占積率（固定子積層鉄心１全体の体積のうち加工板１０の体積が占める割合
をいい、接着剤２０の使用量が増えるほどこの値が低下する。）が損なわれうる。しかし
ながら、本実施形態では、打抜装置１３０から排出された後の仮積層体５０から加工板１
０を一つずつ取り出して積層しているので、加工板１０がダイ１３２ａから拘束を受けて
いない。そのため、加工板１０同士を接着するための接着剤２０を少量とすることができ
ると共に、最終的に製品として得られる固定子積層鉄心１の平坦性又は占積率を高めるこ
とが可能となる。さらには、固定子積層鉄心１の平行度及び直角度が高まり、固定子積層
鉄心１の貫通孔１ａ内に配置される回転子積層鉄心との干渉が抑制されると共に、固定子
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積層鉄心１と回転子積層鉄心との組み付けを容易に行うことが可能となる。
【００８２】
　ところで、特許文献１に記載の方法では、接着剤が塗布された後の金属板を打ち抜いて
、他の打抜部材に対して接着剤により接着させながら積層している。そのため、打抜部材
の積層の途中で何らかの原因により製造装置が停止すると、時間の経過により接着剤が固
化し、途中まで積層された打抜部材に対して新たな打抜部材を接着させることができなく
なる。従って、途中まで積層された打抜部材の全てを廃棄しなければならない。しかしな
がら、本実施形態では、加工板１０一つずつに対して接着剤２０を供給しているので、何
らかの原因で製造装置１００が停止して、接着剤２０が固化したとしても、一つの加工板
１０が廃棄されるだけですむ。そのため、本実施形態によれば、材料費のコストの削減及
び歩留まりの向上が図られると共に、固定子積層鉄心１の不良の発生を抑制することが可
能となる。
【００８３】
　［他の実施形態］
　以上、本開示に係る実施形態について詳細に説明したが、本発明の要旨の範囲内で種々
の変形を上記の実施形態に加えてもよい。例えば、ステップＳ２においては、焼鈍処理以
外の他の手法によって積層体３０からオイルを除去してもよい。例えば、焼鈍に至らない
温度（例えば、１００℃～５５０℃程度）及び時間（例えば３０分から１時間程度）で積
層体３０を加熱（例えば、バーンオフ炉によるバーンオフ処理、ブルーイング炉によるブ
ルーイング処理など）してもよいし、積層体３０を溶剤（例えば、アセトンなど）に含浸
してもよいし、積層体３０に付着しているオイルをエアで吹き飛ばしてもよい。あるいは
、積層体３０を常温の環境に所定時間（例えば、１日間）放置して自然乾燥することによ
り、積層体３０からオイルを除去してもよい。
【００８４】
　ステップＳ３の後で且つステップＳ４の前に、加工板１０に欠陥（例えば、傷、凹み、
打痕、打抜カスなど）があるか否かを確認する処理を行ってもよい。具体的には、ロボッ
トハンド１６４が仮積層体５０から一つの加工板１０を把持した後、撮像装置（例えば、
カメラなど）で加工板１０を撮像し、当該撮像画像をコントローラ１７０が画像処理する
ことにより、加工板１０の欠陥を検出してもよい。加工板１０に欠陥があることが検出さ
れた場合、当該加工板１０を廃棄してもよい。また、加工板１０の欠陥が加工板１０に残
存する打抜カスである場合には、打抜カスをエアブローなどで除去してもよい。なお、特
許文献１に記載の方法では、個々の打抜部材が接着及び積層された積層体が金型から排出
されるので、いずれかの打抜部材に欠陥があるか否かを確認することはできない。
【００８５】
　ステップＳ３の後で且つステップＳ４の前に、加工板１０の形状又は寸法を確認する処
理を行ってもよい。具体的には、ロボットハンド１６４が仮積層体５０から一つの加工板
１０を把持した後、撮像装置（例えば、カメラなど）で加工板１０を撮像し、当該撮像画
像をコントローラ１７０が画像処理することにより、加工板１０が設計に沿った形状又は
寸法となっているか否かを判断してもよい。確認対象とする形状又は寸法は、加工板１０
のうち重要な箇所に限定してもよい。なお、特許文献１に記載の方法では、個々の打抜部
材が接着及び積層された積層体が金型から排出されるので、個々の打抜部材の形状又は寸
法を確認することはできない。
【００８６】
　２つのコイル材１１１の端部同士を溶接により接合して用いてもよい。この場合、パン
チ１３３でコイル材１１１同士の溶接部が打ち抜かれると、当該溶接部を含む打抜部材４
０が積層体３０に混在する。このような積層体３０から得られた固定子積層鉄心１を用い
てモータが製造されると、モータの特性に影響が生じうる。そのため、第１の手段として
は、ステップＳ３の後で且つステップＳ４の前に、加工板１０に溶接部が存在しているか
否かを確認する処理を行ってもよい。具体的には、ロボットハンド１６４が仮積層体５０
から一つの加工板１０を把持した後、撮像装置（例えば、カメラなど）で加工板１０を撮
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像し、当該撮像画像をコントローラ１７０が画像処理することにより、加工板１０におけ
る溶接部の有無を判断してもよい。加工板１０に溶接部があると判断された場合、当該加
工板１０を廃棄してもよい。あるいは、第２の手段としては、コイル材１１１同士の溶接
部をパンチ１３３が打ち抜かないよう、パンチ１３３よりも上流側においてパンチ１３３
（打抜部材４０の外形に対応する領域、又は、打抜部材４０の外形とパイロット孔とを含
む領域）よりも大きな径の補助パンチにより当該溶接部を予め打ち抜いてもよい。この場
合、電磁鋼板Ｗのうち溶接部に相当する領域がパンチ１３３に到達しても、電磁鋼板Ｗの
当該領域には貫通孔が存在しているので、パンチ１３３が空振りし、打抜部材４０が形成
されない。以上によれば、電磁鋼板Ｗのうち溶接部が存在する領域のみが廃棄されるので
、材料の損失が最小限に抑えられる。そのため、コストの低減及び歩留まりの向上を図る
ことが可能となる。なお、特許文献１に記載の方法では、個々の打抜部材が接着及び積層
された積層体が金型から排出されるので、いずれかの打抜部材に溶接部があるか否かを事
前に確認することはできない。そのため、特許文献１に記載の方法では、溶接部を含む打
抜部材が混在した積層体全てを廃棄しなければならず、材料費のコスト増及び歩留まりの
低下に繋がりうる。
【００８７】
　ステップＳ５において、接着剤２０を加工板１０に供給する前又は供給した後に、接着
性能の向上を図るために接着補助剤（例えば、硬化開始剤、硬化促進剤、プライマなど）
を加工板１０に供給してもよい。接着剤２０の供給前に接着補助剤を加工板１０に供給す
る場合には、接着補助剤を加工板１０に供給した後の工程において、接着剤２０を接着補
助剤に重なるように供給してもよい。一方、接着剤２０の供給後に接着補助剤を加工板１
０に供給する場合には、接着剤２０を加工板１０に供給した後の工程において、接着補助
剤を接着剤２０に重なるように供給してもよい。接着補助剤を用いる場合においても、上
記実施形態によれば、接着補助剤の供給ユニットが打抜装置１３０の外（金型外）にあり
、積層体３０の焼鈍後に接着補助剤が加工板１０に供給されるので、接着補助剤の選定上
の制約を少なくすることができる。なお、接着補助剤を用いることにより、加工板１０に
オイルが残存した状態でも接着剤２０の接着性能の低下を抑制することができる場合には
、焼鈍等による積層体３０の加熱処理（ステップＳ２）を省略してもよい。
【００８８】
　接着剤２０の供給後に接着補助剤を加工板１０に供給する場合には、加工板１０に接着
補助剤を塗布してもよいし、噴霧してもよい。この場合、接着補助剤を加工板１０の上側
から噴霧してもよいし、加工板１０の下側から噴霧してもよい。
【００８９】
　上記実施形態では、接着剤２０を加工板１０の下面側から供給する場合について説明し
たが、接着剤２０を加工板１０の上面側から供給してもよい。同様に、接着補助剤を加工
板１０の下面側から供給してもよいし、上面側から供給してもよい。
【００９０】
　接着補助剤又は接着剤２０を加工板１０に供給した後、接着補助剤又は接着剤２０の位
置及び／又は寸法（直径）を確認する処理を行ってもよい。具体的には、撮像装置（例え
ば、カメラなど）で加工板１０を撮像し、当該撮像画像をコントローラ１７０が画像処理
することにより、供給された接着補助剤又は接着剤２０が設計に沿った位置にあるか又は
設計に沿った寸法となっているか否かを判断してもよい。この場合、接着補助剤又は接着
剤２０に蛍光物質（例えば、ブラックライトに反応して発光する物質など）を含有させて
おき、加工板１０に供給された接着補助剤又は接着剤２０の視認性を高めてもよい。接着
補助剤又は接着剤２０の供給面を検査し、接着補助剤又は接着剤２０が所望の位置又は寸
法にない場合には、そのような加工板１０を廃棄してもよいし、加工板１０に対して接着
補助剤又は接着剤２０を再度供給してもよい。以上のようにすると、接着補助剤又は接着
剤２０の供給不良に起因する固定子積層鉄心１の不良の発生を抑制することが可能となる
。具体的には、複数の加工板１０が積層されたときの圧力で、接着補助剤又は接着剤２０
が加工板１０同士の間からはみ出し難くなる。
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【００９１】
　ステップＳ６の後に、得られた固定子積層鉄心１の積厚を測定し、次に製造される固定
子積層鉄心１の転積又は積層にあたり当該測定結果を利用してもよい。例えば、固定子積
層鉄心１が所望の積厚（所望の加工板１０の積層枚数）に達していない場合、又は固定子
積層鉄心１の積厚偏差が既定値を超えている場合、転積を考慮した新たな加工板１０の積
み増しを行ってもよい。これにより、固定子積層鉄心１の積厚又は積厚偏差を容易に調整
でき、固定子積層鉄心１の不良の発生を抑制することが可能となる。
【００９２】
　固定子積層鉄心１を構成する加工板１０の積層枚数は、仮カシメ除去装置１５０から排
出された仮積層体５０を構成する加工板１０の積層枚数と同じであってもよいし異なって
いてもよい。
【００９３】
　上記実施形態では、仮積層体５０から加工板１０を一つずつ取り出し、一つずつの加工
板１０に接着剤２０を供給したうえで、加工板１０を一つずつ積層していたが、複数の加
工板１０が積層され且つこれらが互いに接合されたブロック体（鉄心部材）を一つずつ取
り出し、一つずつのブロック体に接着剤２０を供給した上で、ブロック体を一つずつ積層
してもよい。この場合、ブロック体を構成する複数の加工板１０は、仮カシメ部３１によ
って互いに締結されていてもよいし、ヨーク片部１２又はティース片部１３に設けられた
カシメによって互いに締結されていてもよいし、外周面が溶接されることによって互いに
締結されていてもよい。ブロック体を構成する複数の加工板１０がカシメ又は溶接により
締結されている場合には、ステップＳ３が省略される。ステップＳ４では、ブロック体の
積厚が測定された後に、一つずつのブロック体に対して転積の要否が判断され、ステップ
Ｓ６において、ブロック体が一つずつ積層治具１６３にセットされる。ステップＳ５では
、ブロック体の下面又は上面に接着剤２０又は接着補助剤が供給される。
【００９４】
　加工板１０の外周縁に凹部又は凸部が設けられており、積層治具１６３は当該凸部又は
凹部と係合する係合ピンを含んでいてもよい。係合ピンは、台座１６３ａの上面から上方
に向けて突出している。この場合、係合ピンは、挿通ピン１６３ｃと共に加工板１０の位
置決めに利用される。積層治具１６３は、係合ピンを含む場合、挿通ピン１６３ｃを含ん
でいなくてもよい。
【００９５】
　上記実施形態では積層治具１６３が挿通ピン１６３ｃを含んでいたが、積層治具１６３
が挿通ピン１６３ｃを含んでいなくてもよい。
【００９６】
　固定子積層鉄心１のみならず回転子積層鉄心に対しても、本発明を適用してもよい。
【００９７】
　上記実施形態では、一枚の電磁鋼板Ｗを打ち抜く場合について説明したが、複数枚の電
磁鋼板Ｗを同時に打ち抜く場合にも、本発明を適用してもよい。
【符号の説明】
【００９８】
　１…固定子積層鉄心、２ａ…凹溝、１０…加工板、１１ａ…貫通孔、１２ａ…切欠部、
１４…スロット（貫通孔）、２０，２０ａ，２０ｂ…接着剤、３０…積層体、３１…仮カ
シメ部、４０…打抜部材、４１…仮カシメ片、４２…仮カシメ、４２ａ…屈曲部、４２ｂ
…貫通孔、１００…固定子積層鉄心の製造装置、１３０…打抜装置（金型）、１４０…焼
鈍炉（オイル除去機構）、１５０…仮カシメ除去装置（仮カシメ除去機構）、１６０…積
層装置、１６１…測定ユニット（測定機構）、１６２…供給ユニット（供給機構）、１６
３…積層治具（治具）、１６３ｂ…挿通ポスト、１６３ｃ…挿通ピン、１６４…ロボット
ハンド（保持機構）、１７０…コントローラ（制御部）、ＣＬ…切断線、Ｗ…電磁鋼板。
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